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令和６年３月 

 

各  位 

 

 
 

前払金保証約款の変更に関するお知らせ  

 

弊社は、令和６年４月１日から前払金保証約款の一部を別紙のとおり変更し

ますので、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 

 

以 上 



 東日本建設業保証株式会社前払金保証約款 新旧対照条文  別紙 

                                                                （下線部分は変更部分）  

変   更 現   行 

 

特則 中間前払金に関する保証条項 

（適用範囲） 

第 1条 当会社が前払金保証をした公共工事に関し、次の各号に掲げる中間

前金払の保証料の納付については、本則の規定にかかわらず、次条に定め

るところとする。 

一 （略） 

二 地方自治法施行規則（昭和 22 年内務省令第 29 号）附則第 3 条第 2

項の規定に基づき地方公共団体が当初の前金払に追加して行う中間前金

払 

三 （略） 

 

 

特則の４ 情報通信の技術を利用する方法に関する特約条項 

（通知等における情報通信の技術を利用する方法） 

第 1条 （略） 

２ （略） 

３ 前項の規定による電磁的方法（電磁的記録に係る記録媒体をもって調製

するファイルに書面等に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

を除く。）による第 1項各号に掲げる通知等は、当会社の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当会社に到達したも

のとみなす。 

 

特則 中間前払金に関する保証条項 

（適用範囲） 

第 1条 当会社が前払金保証をした公共工事に関し、次の各号に掲げる中間

前金払の保証料の納付については、本則の規定にかかわらず、次条に定め

るところとする。 

一 （略） 

二 地方自治法施行規則（昭和 22 年内務省令第 29 号）附則第 3 条第 3

項の規定に基づき地方公共団体が当初の前金払に追加して行う中間前金

払 

三 （略） 

 

 

特則の４ 情報通信の技術を利用する方法に関する特約条項 

（通知等における情報通信の技術を利用する方法） 

第 1条 （略） 

２ （略） 

３ 前項の規定による電磁的方法（磁気ディスク、シー・ディー・ロムその

他これらに記録する方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録し

ておくことができる物をもって調製するファイルに書面等に記載すべき

事項を記録したものを交付する方法を除く。）による第 1 項各号に掲げる

通知等は、当会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録

がされた時に当会社に到達したものとみなす。 

 


